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の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第2による申請書及び関係書類を都道府県知事が別に定める日まで  

に都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記の申請書を受理したときは、必要な審  

査を行い、適正と絡めたときはこれを取りまとめのうえ、毎年匿且月末日までに厚生労  

働大臣に提出するものとする。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第3による申請書および関係書類を毎年度旦月末日までに厚生労働大臣に提  

出して行うものとする。  

（変更申請手続）  

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、7に定める申請手続きに従い、別紙様式第4または別紙様式第5によ   

る申請書および関係書類を毎年度1月末日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（欽定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると艶める場合においては、国の支払計画承諷額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実績報告）  

11この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第6による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県知  

事に提出し、都道府県知事は、前記の報告書を受理したときは、必要な審査を行い、適   

正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（6の（3）により事業   

の中止又は廃止の承認を受けた場合にあ？ては、当該承羅通知を受理した日から起算し  

て1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第7による報告書を、翌年度4月10日（6の（3）により事業の中止又は   

廃止の承認を受けた場合にあっては、．当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）補助金等 

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第2による申請書及び関係書類を都道府県知事が別に定める日まで  

に都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記の申請妻を受理したときは、必要な審   

査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、毎年度且月末日までに厚生労  

働大臣に提出するものとする。  

（2）上雷己以外の場合  

別紙様式第3による申請香および関係書類を毎年度且月末日までに厚生労働大臣に提  

出して行うものとする。  

（変更申請手続）  

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には．、7に定める申請手続きに 

る申請書および関係書類を毎年度1月末日までに厚生労働大臣に振出して行うものとする。  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む；）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると静める場合においては、国の支払計画承絡額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実績報告）  

11この補助金の事業美原報告は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第6による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道嘩県鱒  

事に提出し、都道府県知事は、前記の報告書を受理したときは、必要な事査を行い、適   

正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（6の（3）により事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算し  

て1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第7による報告書を、翌年度4月10日（6の（3）によ．り事業の中止又は  
廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を   



経過し声日）までに厚生労働大臣に提出しなければなうない。   

（補助金の返遼）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える  

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分にろいて周掛こ返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方駄、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承誰を受けてその定めるところによるものとする。   

経過した日）までに厚生労働大臣に振出しなければならない。  

（補助金の返還）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。   

（その他）  

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。  



新  旧   

別 表  別 表  

1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  

児童虐   児童虐待防止  児童虐   児童虐待防止  
待防止  対策支援事業に  待防止  対照支援事業に  
対策等  必要な報酬、旅  対策等  必要な報酬、旅  

費、需用費（消  
支援事 業   費、需用費（消  

耗晶費、教材   支援事 業   耗晶費、教材   
費、印刷製本  

1都道府県（指定都市又は児童相政所設置市）当たり   費）、貸金、備  費、印刷製本  
1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり   費） 

lコ  

三迫邑』迫巴   
晶購入費、役務  

費（通信運搬  追む⊆坦旦巴  費（通信運搬  

2児童相談所カウンセリング強化草葉（複数妾施 
費）、報償費、委託  

2児童相談所カウンセリング強化事業   
費）、報償費、委託  

可鮒   料、使用料及び貸  料使用料及び貸  
児童相談所1か所当たり   借料  

児童相談所1か所当たり   借  

・カウンセリング胞進事斐  ・「カウンセリング強化事董のみ実施する場合l  

706，000円  706，000円  

療法草堂  イカウンセリング強化事業吊こ加え「豪族療法事業腹  

実施する場合  

ム！辺土鎚迫巴  ・●；l＝冨  

・ファミリーグループカンファレンス事業  

・l●lm芸  

斐  

4．355．000円  

3医療的機能強化事業  3医療的機能強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

l；‖l望  乙退色必迫巴  

4法的対応機能強化事業  4法的対応機能強化事業  

児童相談所1か所当たり  児童相談所1か所当たり  

558，000円  558，000円  

5スーパーパイズ・権利擁護機能強化事業  5スーパーパイズ・権利擁護機能強化事業  

児童相談所1か所当たり  児童相散所1か所当たり  

511，000円  511，000円  



6 専門性強化享楽  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

250．000円  

7一時保藩機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

1，64仇000円 × 実施事業数（配置協力員種別数）  

8市町村及び民間団体との連携強化事業   

実施可能）  

・市町村及び要保護児童対策地域協蔑会への支援   

児童相談所1か所当たり  

3，342，000円  

民間団体活動推進事茎  

1都道府県（指定都市又は児童相敢所設麿市）当たり  

962，000円  

・民間団体育成室菜   

ユ魔道府県（指定都市又は児童相蔽所設置南）当たり   

1謝000円  

9 24時間・365日体制強化事業   

児童相談所1か所当たり  

5，637，000円  

10児童福祉司任用資格取得のための研修  

1都道府県（指定都市又は児童相紋所設置市）当たり  

臥000円  

11評価・検証委員会設置促進事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

992．000円  

12 保護者指導支援事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

5，000，000円  

6 専門性強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

272．000円  

7一時保護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

1，640，000円 ×▲実施事業数（配置協力員種別数）  

8市町村及び民間団体との連携強化事業  

・市町村及び要保護児童対策地域協散会への支援   

児童相鉄所1か所当たり  

3，342，000円  

・民間団体との連携  

1都道府県（指定都市又は児童相鉄所設置市）当たり   

962朋涌  

9 24時間・365日体制強化事業   

児童相談所1か所当たり  

5．637，000円  

10児童福祉司任用資格取得のための研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり   

711．000円  

11評価・検証委員会設置促進事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり   

1，000，000円  

12保護者指導支援事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

5，000，000円   



新  旧  

ひきこ   ひきこもり等  
もり等  児童福祉対策事  

ひきこ   ひきこもり等  

児童福  
もり等  

業に必要な報  
児童福祉対策事  

児童福  菓に必要な報  
酬、給料、貸金、  

祉対策 事業   祉対策 事業   酬、給料、賃金、  
報償費、旅費、  報償費、旅費、  

1都道府県自給倉都南又は拇 音相談所設骨市）当たり       需用費（消耗品  

費、印刷製本  
需用費（消耗品  

旦主星逼迫巴  費、燃料費、光熱  
費、印刷製本 
費、燃料費、光熱  

水費）、役務費  
（通信運搬費）、  

水費）、役務費  
（通信運搬費）、  ①メンタルフレンド活動費  委託料、備品購   

入費、扶助費  
①メンタルフレンド活動費  委託料、備品購   

訪問1日当たり之且迫円  ただし、「ひ  訪問1日当たり呈ヱ迫円   
入費、扶助費  

ただし rひ  
②事業実施前研修会費174，800円   きこもり等児童  

盈事業実施前研修会費174一．800円   きこもり等児童  
福祉対策事業の  

③活動検討会   福祉対策事業の  
実施について」  包括動検討会  実施について上  

1回当たり 33，000円   （平成17年3月28  

日雇児発第 1回当たり 33，000円   
（平成17年3月28  

0328006号厚生労  
日雇児発第  

2 ひきこもり等児童宿泊等指導事業  2ひきこもり等児童宿泊等指導事業   0328006号厚生労  
働省雇用均等・  

①宿泊指導 児童家庭局長通   
′ヽ  

′±●  

①宿泊指導   児童家庭局長通  
児童1人当たり日額3，570円・   

児童1人当たり日額3，570円   
知）に定める保  

護者の負担相当  護者の負細相当  
②適所指導   額を除く。  

②適所指導   額を除く。  

児童1人当たり日額2，100円  
児童1人当たり日額2，100円  

3rひきこもり等児童福祉教育連絡会敢費  
3ひきこもり等児童福祉教育連絡会薩費  

1回当たり12，200円  1回当たり12，200円  

剋途  4ひきこヰーり響の子どゃ、の保護者交流事雀  

1都道府県H智建都市又は児音相談所設置価）当たり  

乙！迫立通⊆迫巴  

児童家   
庭支援  

児童家庭支援セ  
ンクー運営事業に  

児童家   
庭支援  

児童家庭支援セ  
セン  ンクー運営事業に  

必要な給料、職員  
クー運  

セン  必要な給料、職員  
営隻事  手当専、共済費、  タ一連  

旅費、需用費（食  営事業   
手当等、共済費、  

巣   迅速営費  桂費、印刷製本  
旅費、需用費（食  

費、消耗品費）、役  
ユ運営費  糧費こ印刷製本  

1か所当たり 務費（手数料）、報  
費、消耗品費）、役  

1か所当たり  

償費、報酬等   
務費（手数料）、報  

心理療法等を担当する職員が常勤の場合  
心理療法等を担当する職員が常勤の場合  償費、報酬等   


